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　申請地域は、我が国における重要性、申請地域の特徴（世界農業遺産の５つの認定基準に、日本が独自に定め
た３つの基準を加えた８つの認定基準）及び保全計画（※１）に基づき評価されます。

【申請地域の特徴を評価する８つの認定基準】（１～５は世界農業遺産の認定基準、６～８は日本農業遺産独自の認定基準）

日本農業遺産の認定基準

申請から認定まで

地域コミュニティの食料及
び生計の保障に貢献するも
のであること。

食料及び
生計の保障

長年にわたる人間と自然と
の相互作用によって発達す
るとともに、安定化し、緩
やかに進化してきたランド
スケープやシースケープを
有すること。

ランドスケープ（※２）及び
　シースケープ（※３）の特徴

食料及び農林水産業にとっ
て世界（我が国）において
重要な生物多様性及び遺伝
資源が豊富であること。

農業生物多様性

自然災害や生態系の変化に
対応して、農林水産業シス
テムを保全し、次の世代に
確実に継承していくために、
自然災害等の環境の変化に
対して高いレジリエンス
（強靭性）を保持している
こと。

変化に対する
レジリエンス

「地域の貴重で伝統的な知
識及び慣習」、「独創的な
適応技術」及び「生物相、
土地、水等の農林水産業を
支える自然資源の管理シス
テム」を維持していること。

地域の伝統的な
知識システム

地域住民のみならず、多様
な主体の参画による自主的
な取組を通じた地域の資源
を管理する仕組みにより、
独創的な農林水産業システ
ムを次世代に継承している
こと。

多様な主体の参画

地域を特徴付ける文化的ア
イデンティティや土地のユ
ニークさが認められ、資源
管理や食料生産に関連した
社会組織、価値観及び文化
的慣習が存在すること。

文化、価値観及び
社会組織

地域ぐるみの６次産業化等
の推進により、地域を活性
化させ、農林水産業システ
ムの保全を図っていること。

６次産業化の推進
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（※１） 保全計画：申請地域を維持・保全及び活用していくための計画書。
（※２） ランドスケープ：土地の上に農林水産業の営みを展開し、それが呈する一つの地域的まとまり。
（※３） シースケープ：里海であり、沿岸海域で行われる漁業や養殖業等によって形成されるもの。　

①申請書作成

申請者
市町村及び農林漁業者の組織する

団体を含む協議会等
農林水産省

③一次審査（書類審査）
④現地調査
⑤二次審査（プレゼンテーション）

世界農業遺産等
専門家会議地方農政局等

②申請

認定

連携

連絡調整　　情報提供

　世界農業遺産は、世界において重要かつ伝統的な農林水産業を営む地域を、国連食糧農業機関（FAO）が定める
認定基準に基づき認定する制度で、平成14年に開始されました。当初は、開発途上国を対象として推進された事業
であったため、認定基 準は開発途上国の現状を重視したものとなっています。
先進国である日本には、FAOが定める認定基準では評価しきれない、我が国として評価すべき点を備えた次世代 に
継承すべき伝統的な農林水産業を営む地域が存在することから、我が国としての課題とそれに基づく認定を行う た
め、平成28 年に日本農業遺産を創設しました。

日本農業遺産創設の背景


